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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

５６

告

示

○
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理

者
講
習
の
手
数
料
の
徴
収
委
託
…
…（
東
京
都
公
安
委
員
会
）…
一

○
道
路
交
通
法
第
百
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
手
数
料
の

徴
収
委
託
（
四
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
一

○
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法

律
第
二
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
く
営
業
所
の
管
理

者
に
対
す
る
講
習
の
手
数
料
の
徴
収
委
託
…
…
…
…
…（
同
）…
三

○
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
四

○
危
険
物
取
扱
者
免
状
の
交
付
等
及
び
消
防
設
備
士
免
状
の

交
付
等
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
委
託
…
…
…（
東
京
消
防
庁
）…
四

告

示
（
教
）

○
東
京
都
立
多
摩
図
書
館
施
設
及
び
附
帯
設
備
使
用
料
徴
収

事
務
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

告

示
（
交
）

○
交
通
事
業
、
高
速
電
車
事
業
及
び
電
気
事
業
に
係
る
収
入

金
の
徴
収
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

○
東
京
都
交
通
事
業
の
料
金
徴
収
事
務
の
委
託
…
…
…
…
…
…
…
五

告

示
（
水
）

○
徴
収
事
務
の
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

○
支
出
事
務
の
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

告

示
（
下
水
）

○
下
水
道
技
術
実
習
セ
ン
タ
ー
に
係
る
貸
付
料
の
徴
収
委
託
…
…
九

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
三
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

一
般
社
団
法
人
東
京
都
警
備
業
協
会

台
東
区
東
上
野
一
丁
目
一
番
十
二
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容警

備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
十
二
条

第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
、
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
警
備
員
の
指
導
及

び
教
育
に
関
す
る
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
並
び
に
同
法
第
四

十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
徴
収
す
る
手
数
料
の
徴
収

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
三
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

学
校
法
人
五
島
育
英
会
東
急
自
動
車
学
校

多
摩
市
唐
木
田
三
丁
目
六
番

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容道

路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
十
二
条

第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
同
法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十

五
号
又
は
第
十
六
号
に
掲
げ
る
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら

徴
収
す
る
手
数
料
の
徴
収

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
三
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

七
島
自
動
車
株
式
会
社
伊
豆
大
島
自
動
車
学
校

大
島
町
元
町
字
北
ノ
山
二
百
二
十
二
番
地

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の
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内
容道

路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
十
二
条

第
一
項
第
五
号
の
三
に
規
定
す
る
同
法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項

第
三
号
イ
若
し
く
は
ロ
、
同
法
第
百
一
条
の
四
第
二
項
又
は
同
法

第
百
一
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
知
機
能
検
査
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
か
ら
徴
収
す
る
手
数
料
の
徴
収

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
三
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

指
定
公
金
事
務
取
扱

者
の
名
称
及
び
所
在

地

指
定
公
金
事
務
取
扱

者
に
委
託
し
た
公
金

事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容

指
定
日
及
び
委
託
日

坂
本
自
動
車
株
式
会

社台
東
区
日
本
堤
二
丁

目
三
十
六
番
十
号

道
路
交
通
法
（
昭
和

三
十
五
年
法
律
第
百

五
号
）
第
百
十
二
条

第
一
項
第
十
三
号
に

規
定
す
る
同
法
第
百

八
条
の
二
第
一
項
第

十
号
又
は
第
十
四
号

に
掲
げ
る
講
習
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
か

ら
徴
収
す
る
手
数
料

の
徴
収

令
和
八
年
四
月
一
日

日
の
丸
総
業
株
式
会

社
日
の
丸
自
動
車
学

校

同
右

同
右

目
黒
区
三
田
一
丁
目

六
番
二
十
七
号

株
式
会
社
ラ
ヴ
ィ
ド

ラ
イ
ビ
ン
グ
ス
ク
ー

ル
蒲
田

同
右

同
右

大
田
区
西
六
郷
一
丁

目
三
番
十
五
号

株
式
会
社
コ
ヤ
マ
ド

ラ
イ
ビ
ン
グ
ス
ク
ー

ル
コ
ヤ
マ
ド
ラ
イ
ビ

ン
グ
ス
ク
ー
ル
成
城

同
右

同
右

世
田
谷
区
岡
本
三
丁

目
四
十
番
二
号

株
式
会
社
コ
ヤ
マ
ド

ラ
イ
ビ
ン
グ
ス
ク
ー

ル
コ
ヤ
マ
ド
ラ
イ
ビ

ン
グ
ス
ク
ー
ル
二
子

玉
川

同
右

同
右

世
田
谷
区
玉
川
三
丁

目
四
十
三
番
一
号

株
式
会
社
北
豊
島
園

自
動
車
学
校

同
右

同
右

練
馬
区
春
日
町
四
丁

目
三
十
七
番
二
十
四

号株
式
会
社
大
泉
自
動

車
教
習
所

同
右

同
右

練
馬
区
東
大
泉
六
丁

目
三
十
四
番
一
号

株
式
会
社
コ
ヤ
マ
ド

ラ
イ
ビ
ン
グ
ス
ク
ー

ル
コ
ヤ
マ
ド
ラ
イ
ビ

ン
グ
ス
ク
ー
ル
石
神

井

同
右

同
右

練
馬
区
谷
原
一
丁
目

四
番
四
号

富
士
産
業
株
式
会
社

竹
の
塚
モ
ー
タ
ー
ス

ク
ー
ル

同
右

同
右

足
立
区
竹
の
塚
七
丁

目
十
二
番
一
号

株
式
会
社
足
立
自
動

車
学
校

同
右

同
右

足
立
区
東
六
月
町
三

番
一
号

株
式
会
社
新
小
岩
自

動
車
教
習
所

同
右

同
右

葛
飾
区
奥
戸
四
丁
目

二
番
一
号

株
式
会
社
京
成
ド
ラ

イ
ビ
ン
グ
ス
ク
ー
ル

同
右

同
右

葛
飾
区
高
砂
五
丁
目

五
十
四
番
十
号

株
式
会
社
シ
グ
マ
平

和
橋
自
動
車
教
習
所

同
右

同
右

葛
飾
区
東
立
石
一
丁

目
三
番
十
六
号

黒
井
産
業
株
式
会
社

葛
西
橋
自
動
車
教
習

所

同
右

同
右

江
戸
川
区
西
葛
西
二

丁
目
十
六
番
十
一
号

株
式
会
社
江
戸
川
自

動
車
教
習
所

同
右

同
右

江
戸
川
区
平
井
五
丁

目
四
番
三
号

株
式
会
社
今
井
自
動

車
教
習
所

同
右

同
右

江
戸
川
区
瑞
江
四
丁

目
四
十
三
番
十
五
号

株
式
会
社
ト
ヨ
タ
東

同
右

同
右
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京
教
育
セ
ン
タ
ー
ト

ヨ
タ
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ

ス
ク
ー
ル
東
京

立
川
市
羽
衣
町
一
丁

目
三
番
四
号

株
式
会
社
調
布
自
動

車
学
校

同
右

同
右

調
布
市
菊
野
台
一
丁

目
三
十
四
番
地
一

国
際
興
業
株
式
会
社

同
右

同
右

中
央
区
八
重
洲
二
丁

目
十
番
三
号

株
式
会
社
新
東
京
自

動
車
教
習
所

同
右

同
右

小
平
市
小
川
町
一
丁

目
二
千
三
百
六
十
四

番
地

飛
鳥
Ｄ
Ｃ
日
野
株
式

会
社
飛
鳥
ド
ラ
イ
ビ

ン
グ
カ
レ
ッ
ジ
日
野

同
右

同
右

日
野
市
旭
が
丘
一
丁

目
一
番
地
の
二

株
式
会
社
マ
ジ
オ
Ｄ

Ｓ
東
日
本
マ
ジ
オ
ド

ラ
イ
バ
ー
ズ
ス
ク
ー

ル
多
摩
校

同
右

同
右

日
野
市
百
草
百
八
十

八
番
地

株
式
会
社
コ
ヤ
マ
ド

ラ
イ
ビ
ン
グ
ス
ク
ー

ル
コ
ヤ
マ
ド
ラ
イ
ビ

ン
グ
ス
ク
ー
ル
秋
津

同
右

同
右

東
村
山
市
秋
津
町
三

丁
目
十
五
番
地
十
八

株
式
会
社
拝
島
自
動

車
教
習
所

同
右

同
右

福
生
市
大
字
熊
川
千

四
百
九
十
五
番
地

学
校
法
人
五
島
育
英

会
東
急
自
動
車
学
校

同
右

同
右

多
摩
市
唐
木
田
三
丁

目
六
番

七
島
自
動
車
株
式
会

社
伊
豆
大
島
自
動
車

学
校

同
右

同
右

大
島
町
元
町
字
北
ノ

山
二
百
二
十
二
番

株
式
会
社
新
神
戸
ド

ラ
イ
ヴ
ィ
ン
グ
ス
ク

ー
ル
東
京
事
業
所
ス

マ
ー
ト
ド
ラ
イ
バ
ー

ス
ク
ー
ル
東
京
多
摩

同
右

同
右

あ
き
る
野
市
瀬
戸
岡

七
百
七
十
六
番
地
二

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
三
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

一
般
財
団
法
人
東
京
都
交
通
安
全
協
会

中
野
区
弥
生
町
二
丁
目
四
番
十
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容道

路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
十
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
手
数
料
（
同
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
同
法

第
百
八
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
講
習
（
同
項
第
一
号
、
第

十
号
及
び
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
講
習
を
除

く
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
徴
収
す
る
手
数
料
に
限

る
。
）
の
徴
収

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
三
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
東
京
防
犯
協
会
連
合
会

中
野
区
弥
生
町
二
丁
目
四
番
十
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容風

俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
二
十
四
条
第
六
項

（
同
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
営
業
所
の
管
理
者
に
対
す
る
講
習
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
徴
収
す
る
手
数
料
の
徴
収

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日
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◉
東
京
都
告
示
第
五
百
三
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十

一
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
納
付
受
託
者
を
次
の
と
お

り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

一
般
財
団
法
人
東
京
都
交
通
安
全
協
会

中
野
区
弥
生
町
二
丁
目
四
番
十
号

二

指
定
納
付
受
託
者
に
納
付
さ
せ
る
歳
入
の
内
容

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
十
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
手
数
料
（
同
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
同
法

第
百
八
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
講
習
（
同
項
第
一
号
、
第

十
号
及
び
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
講
習
を
除

く
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
徴
収
す
る
手
数
料
に
限

る
。
）
で
あ
っ
て
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に
よ
る
も
の

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
三
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

一
般
財
団
法
人
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

千
代
田
区
霞
が
関
一
丁
目
四
番
二
号

大
同
生
命
霞
が
関
ビ
ル

十
九
階

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容東

京
都
消
防
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第

百
号
）
別
表
十
七
の
項
に
規
定
す
る
危
険
物
取
扱
者
免
状
の
交
付
、

同
表
十
八
の
項
に
規
定
す
る
危
険
物
取
扱
者
免
状
の
書
換
え
、
同

表
十
九
の
項
に
規
定
す
る
危
険
物
取
扱
者
免
状
の
再
交
付
、
同
表

二
十
三
の
項
に
規
定
す
る
消
防
設
備
士
免
状
の
交
付
、
同
表
二
十

四
の
項
に
規
定
す
る
消
防
設
備
士
免
状
の
書
換
え
及
び
同
表
二
十

五
の
項
に
規
定
す
る
消
防
設
備
士
免
状
の
再
交
付
に
係
る
手
数
料

の
う
ち
中
央
試
験
セ
ン
タ
ー
（
一
般
財
団
法
人
消
防
試
験
研
究
セ

ン
タ
ー
）
で
徴
収
の
事
務
を
行
う
も
の
の
徴
収

三

指
定
日

令
和
七
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

告

示
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

光
管
財
株
式
会
社

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
七
番
一
号
新
宿
第
一
生
命
ビ
ル
デ
ィ
ン

グ
十
六
階

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容東

京
都
立
図
書
館
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
条
例
第
百
十

二
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
東
京
都
立
多
摩
図
書
館
に
お
い
て
徴

収
す
る
同
条
例
第
八
条
に
規
定
す
る
使
用
料
の
徴
収
の
事
務

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

告

示
（
交
）

◉
交
通
局
告
示
第
一
号

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告

示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

東
京
都
交
通
局
長

渡

邉

知

秀

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
電
算
シ
ス
テ
ム

岐
阜
県
岐
阜
市
日
置
江
一
丁
目
五
十
八
番
地

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容交

通
事
業
、
高
速
電
車
事
業
及
び
電
気
事
業
に
係
る
収
入
金

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日
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令
和
八
年
四
月
一
日

◉
交
通
局
告
示
第
二
号

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告

示
す
る
。
な
お
、
令
和
六
年
交
通
局
告
示
第
二
号
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

東
京
都
交
通
局
長

渡

邉

知

秀

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
指
定
公
金

事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
又
は
歳
出
の
内

容
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二

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

三

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

告

示
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
告
示
第
四
号

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告

示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

所

在

地

東
京
水
道
株
式
会
社

新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目

五
番
一
号

東
京
熱
供
給
株
式
会
社

千
代
田
区
九
段
南
四
丁

目
八
番
八
号

株
式
会
社
し
ん
き
ん
情
報
サ
ー
ビ
ス

港
区
港
南
一
丁
目
八
番

二
十
七
号

株
式
会
社
セ
ブ
ン－

イ
レ
ブ
ン
・
ジ

ャ
パ
ン

千
代
田
区
二
番
町
八
番

地
八

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

港
区
芝
浦
三
丁
目
一
番

二
十
一
号

株
式
会
社
ポ
プ
ラ

広
島
県
広
島
市
安
佐
北

区
安
佐
町
大
字
久
地
六

百
六
十
五
番
地
の
一

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区

中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一

山
崎
製
パ
ン
株
式
会
社

千
代
田
区
岩
本
町
三
丁

目
十
番
一
号

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン

品
川
区
大
崎
一
丁
目
十

一
番
二
号

ヴ
ェ
オ
リ
ア
・
ジ
ェ
ネ
ッ
ツ
株
式
会

社

港
区
海
岸
三
丁
目
二
十

番
二
十
号

第
一
環
境
株
式
会
社

港
区
赤
坂
二
丁
目
二
番

十
二
号

株
式
会
社
宅
配

文
京
区
本
郷
四
丁
目
十

一
番
五
号

三
鷹
市
管
工
事
業
協
同
組
合

三
鷹
市
野
崎
二
丁
目
十

九
番
十
四
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容水

道
事
業
に
係
る
収
入
金
並
び
に
他
の
地
方
公
共
団
体
又
は
東

京
都
下
水
道
局
長
か
ら
徴
収
の
委
託
を
受
け
た
下
水
道
料
金
及
び

再
生
水
料
金

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
水
道
局
告
示
第
五
号

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告

示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

所

在

地

東
京
水
道
株
式
会
社

新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目

五
番
一
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
出
の

内
容水

道
事
業
に
係
る
収
入
金
が
過
納
又
は
誤
納
と
な
っ
た
場
合
の

還
付
金
（
当
該
還
付
金
に
係
る
還
付
加
算
金
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
並
び
に
他
の
地
方
公
共
団
体
又
は
東
京
都
下
水
道
局
長
か

ら
徴
収
の
委
託
を
受
け
た
下
水
道
料
金
及
び
再
生
水
料
金
が
過
納

若
し
く
は
誤
納
と
な
っ
た
場
合
の
還
付
金

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

告

示
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
告
示
第
四
号

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第

三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告

示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日

東
京
都
下
水
道
局
長

藤

橋

知

一

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

東
京
都
下
水
道
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
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千
代
田
区
大
手
町
二
丁
目
六
番
三
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容下

水
道
技
術
実
習
セ
ン
タ
ー
に
係
る
貸
付
料
の
徴
収
の
事
務

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


